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☆１２月の配分金の振込日は 27 日（月）・派遣賃金は 2４日（金）です☆ 

☆ 

 

 

新型コロナ感染症の予防対策を継続しましょう! 

 

 

 

会費優遇制度について（令和 4 年度に向けて） 

 

新型コロナウイルス感染症の感染者は 10月以降全 
国的に大幅に減少しています。しかし、昨年は冬期間 
に感染が拡大したこともあり、このまま収束するのか 
は不明です。また、最近は世界中で新たな変異株であ 
る「オミクロン株」の感染が拡大しており、この株に 
ついては感染力や重症化等について、不明な点が多い 
のが現状です。今年はインフルエンザが流行するので 
はとの話もあります。引き続き気を抜くことなく、マ 
スクの着用や手指の消毒といった感染症予防の基本的 
な行動を継続するようお願いします。 

■派遣就業会員の「源泉徴収票」は、令和 4年 1月中に送付します。 
 ＊「源泉徴収票」については、これまで上越市事務所が１２月に発送していましたが、今年から

新潟県連合会から直接送付されるため、少し遅い 1 月中になります。(２月からの確定申
告には間に合います) 

■請負就業会員の「配分金支払証明」は、令和 4年 1月 25日（火）に発送します。 

確定申告用書類の送付について・・・届いたらしっかり保管をお願いします‼ 

 
例年、この時期になると電話や窓口での問い合わせが殺到しますので、お知らせします。 

  

今回、税務署からの
ｅ-Tax の案内チラ
シを一緒に配布しま
した。是非、活用し
て下さい。 

令和３年度から会員の退会抑止、会員確保対策を目的に、３つの「会費優遇制度」をス
タートしましたが、来年３月の令和４年度会費の納入に向けて改めて制度を周知します。  

 
① 「プラチナ会員」制度 

○対象会員 

シルバーの在籍が１０年以上で、就業実績
のある会員。また就業しないことが条件。 

○会   費 
年会費は通常 2,500 円ですが、プラチナ
会員に承認されると 500円になります。 
（互助会費 500円は別途徴収） 

② 「一時休業会員」制度 

○対象会員 

年度末３月の時点で本人の病気や家庭の
事情等で、翌年度に就業が困難と思われ
る会員が対象。但し、本人の他への就職
のための休業は対象外。 

○会   費 
年会費は通常 2,500 円ですが、一時休
業会員に承認されると 1,000 円になりま
す。（互助会費 500円は別途徴収） 

 

★申請手続きや申請時期等の問合せ  電話５２２－２８１２（担当：池田・小林） 

③ 「夫婦会員」制度の対象になる会員につ
いては事務局から直接お知らせします。 

 
 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1504162965/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3NzamMuanAvcHVibGljL191cGxvYWQvdHlwZTAwNl8yMDFfMS9pbWFnZS9pbWFnZTFfMTQzOTMzNjk5MjEuanBn/RS=%5eADBFFmFlgvsIqshFHvv0eh1EfD.Cio-;_ylt=A2RCMZMVY6ZZSkAAZRCU3uV7


           

 

 

 

    

       

   

 

 

 

 

 

上越市シルバー人材センターのホームページもご覧下さい。 
ＵＲＬ: http://www.joetsu-sjc.jp/ 

 

 

 
 

＜ 就  業  情  報 ＞ 
 ★就業を希望する会員は事務局までご連絡ください。 （申込者の中から選考します） 

 仕事の内容 就業場所 就業期間 就業時間 形態 人数 担当 

     

請負 １名 植木 

  
   

請負 １名 植木 

  
   請負 ２名 坂井 

  
   請負 ２名 樋口 

  
   派遣 １名 樋口 

 

 

    
派遣 ２名 樋口 

 

 
 

 

新型コロナの感染予防のために、特に「咳エチケット」をお願いします! 

飛沫の飛ぶ距離 

  

 

 

 一般的な距離とされているの
が、１～２メートル程度。「会話では
約１メートル、せきで約３メートル、
くしゃみで約５メートル飛ぶことも
ある」(斎藤教授) ＊産経新聞 

 

 

咳エチケットとは 

飛沫の飛ぶ距離 

１ 

2 

＊全てローテーション就業・勤務になります。また、申込み多数の場合は選考になります。   
 
 

３ 

４ 

５ 

６ 

平 日  7:30～ 8:30 
    17:00～19:00 

   土休日  7:45～17:45 

 

   

学校管理 

業務 

高田地区 

（中田原） 

通年 

1月～ 

学校管理 

業務 

高田地区 

（南城町 3） 

インフルエンザをはじめとし
て、咳やくしゃみの飛沫により
感染する感染症は数多くあり
ます。 「咳エチケット」は、これ
らの感染症を他人に感染させ
ないために、個人が咳・くしゃ
みをする際に、マスクやティッ
シュ・ハンカチ、袖を使って、
口や鼻をおさえることです。 
特に電車や職場、学校など人
が集まるところで実践すること
が重要です。 

 

通年 

1月～ 

平 日  7:30～ 8:30 
    17:00～19:00 

   土休日  8:00～18:00 

 

   清掃業務 
高田地区 

（上真砂） 

通年 

12月～ 
月～土  8:30～17:30 

 

   

宿直業務 

高田地区 

（寺町３） 

通年 

1月～ 
通 年  17:30～ 8:30 

 

   

清掃業務 

高田地区 

（寺町３） 

通年 

12月～ 

月～土  8:30～12:00 
日曜日  9:00～11:15 

 

   

＊日曜日は月１回 

 

   

高田地区 

（樋場） 

通年 

12月～ 

     7:30～ 9:30 
 17:30～19:30 

 

   

通 年 
盛り付け 

食事介助 


